
公立大学法人下関市立大学職員等公益通報制度に関する要綱 

平成 20 年 10 月 15 日制定 

改正 令和 3 年 5 月 25 日 

令和 4 年 3 月 25 日 

令和 5 年 3 月 30 日 

令和 5 年 7 月 12 日 

（目的） 

第１条 この要綱は、職員、学生等からの公益通報に関し必要な事項を定め、公益通

報者の保護を図るとともに、役員及び職員の規範意識を高めることにより、公立大

学法人下関市立大学（以下「法人」という。）の適法かつ公正な運営に資することを

目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「役員」とは、公立大学法人下関市立大学定款（平成１８

年９月２７日制定）第２章第１節に定める者をいう。 

２ この要綱において「職員」とは、公立大学法人下関市立大学職員就業規則（平成

１９年規則第３号）、公立大学法人下関市立大学有期雇用職員就業規則（平成１９年

規則第４号）、公立大学法人下関市立大学臨時有期雇用職員就業規則（平成２１年規

則第８号）、公立大学法人下関市立大学臨時職員就業規則（平成１９年規則第５号）、

公立大学法人下関市立大学定年前再雇用短時間勤務職員就業規則（令和５年規則第

８号）又は公立大学法人下関市立大学再雇用職員就業規則（令和元年規則第７号）

の適用を受ける者その他法人と雇用契約を締結する者をいう。 

３ この要綱において「公益通報」とは、次に掲げる者（通報の日前１年以内にその

職等にあった者を含む。以下「通報者」という。）が、不正の利益を得る目的、他人

に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、役員又は職員が職務遂行に当たっ

て行った法令等（法人の規程を含む。以下同じ。）に違反する行為又はそのおそれが

ある行為（以下「通報対象行為」という。）について次条第２項の通報相談員に対し

て通報すること（以下、単に「通報」という。）をいう。 

(1) 職員 

(2) 役員 

(3) 下関市立大学の学生（科目等履修生及び特別聴講学生を含む。） 

(4) 法人が他の事業者との契約に基づいて事業等を行う場合における当該事業等

に従事する労働者 

（公益通報の体制） 

第３条 理事長は、この要綱の目的を達成するために、公益通報を適切に処理する事

務を統括する。 

２ 理事長は、公益通報の受付及び相談の対応を行うため、法人に通報相談員を置き、

総務部長及び事務局長を充てるものとする。ただし、理事長は、必要と認めるとき



は、通報相談員を別に定めることができる。 

３ 通報相談員又は通報相談員であった者は、正当な理由がなく、公益通報に係る業

務において知り得た事項であって公益通報者を特定させるものを漏らしてはなら

ない。 

（公益通報の要件） 

第４条 公益通報は、原則として別記様式に従い、封書又は電子メールにより、通報

相談員に対して行うものとする。ただし、次に掲げる事項が記載されている場合は、

様式を問わない。 

(1) 通報者の氏名、所属名又は団体名 

(2) 希望連絡先、連絡方法 

(3) 違反法令等の名称 

(4) 通報対象行為に関係する役員又は職員の氏名、所属名 

(5) 通報対象行為の発生時期、発生場所、事実概要 

(6) 通報対象行為を知った経緯 

(7) 他に内容を知っている人の有無 

(8) 通報対象行為の証拠書類等の有無、その媒体の種類及び入手方法等 

(9) 結果等の通知の希望の有無 

２ 公益通報を行う者（以下「公益通報者」という。）は、公益通報に当たっては、確

実な資料に基づき誠実に行うよう努めなければならない。 

３ 公益通報は、実名により行うものとする。 

（公益通報の処理） 

第５条 通報相談員は、公益通報を受けたときは、前条１項各号に掲げる事項が不足

する場合、不正の目的による場合その他明らかに調査を要しない場合を除き、２０

日以内に調査の可否について決定するものとし、通報内容は、理事長及び学長に報

告しなければならない。 

２ 通報相談員は、前項の規定により調査を実施するときは、直ちに、通報相談員が

自ら調査を開始し、又は次項の調査担当に調査を命令するものとする。 

３ 通報相談員は、公益通報の受理、調査等を行うため、必要に応じて総務部人事課

に調査担当を置くことができる。この場合において、調査担当となる者は、通報相

談員とみなす。 

４ 公益通報に関して調査の対象となった機関に所属する職員は、当該調査に対し協

力するとともに、当該公益通報者を特定するための調査等を行ってはならない。 

５ 通報相談員は、公益通報が不当なものであると認め、調査を行わないときは、公

益通報者に対してその理由を説明するものとする。 

６ 通報相談員は、調査結果について、理事長及び学長に報告するものとする。 



７ 理事長は、前項の調査結果に基づき、必要に応じて、事案発生の原因の分析と再

発防止、研修の実施、法人全体の業務体制の整備等適切な処置を講じなければなら

ない。 

８ 通報相談員は、公益通報に係る調査の結果及び対応について、公益通報者に対し

て概要を通知するものとする。 

（公益通報者の保護） 

第６条 通報相談員は、公益通報者の氏名、所属など個人を特定する情報を理事長及

び学長並びに調査担当以外の者に漏えいしてはならない。 

２ 調査担当は、公益通報者の氏名、所属など個人を特定する情報を理事長及び学長

以外の者に漏えいしてはならない。 

３ 公益通報者は、公益通報を行ったことによっていかなる不利益も受けない。 

（公益通報の処理等の特例） 

第７条 通報対象行為に関係する者が理事長の場合は、第５条及び前条中「理事長及

び学長」とあるのは「学長」と読み替えて適用するものとする。 

２ 通報対象行為に関係する者が学長の場合は、第５条及び前条中「理事長及び学長」

とあるのは「理事長」と読み替えて適用するものとする。 

（公益通報者の責務） 

第８条 公益通報者は、公益通報に関して行われる調査に対して、協力をしなければ

ならない。 

２ 公益通報者は、公益通報の内容及び当該公益通報に関する調査の状況等を漏えい

してはならない。 

附 則 

この要綱は、平成２０年１０月１５日から施行する。 

附 則（令和 3 年 5 月 25 日改正） 

この要綱は、令和３年５月２５日から施行する。 

附 則（令和 4 年 3 月 25 日改正） 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和 5 年 3 月 30 日改正） 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和 5 年 7 月 12 日改正） 

この要綱は、令和５年７月１２日から施行する。 

  



別記様式（第４条関係） 

 

公立大学法人下関市立大学公益通報者保護制度（通報様式） 
 

公

益

通

報

者 

氏名  記入日 年  月  日 

所属等 

職 員 所属・職 （                        ） 

学 生 所属・学年（                        ） 

そ の 他 業務契約等（          ）会社名（         ） 

希望 

連絡先 

電  話 自宅・職場・携帯・他（   ） 番号（             ） 

メ ー ル 自宅・職場・他（     ） アドレス（             ） 

Ｆ Ａ Ｘ 自宅・他（        ） 番号（             ） 

そ の 他 （                             ） 

通 

報 
内 

容 

対 象 

法 令 

①法令等名称：  

②違反該当条項：  

該 当 所

属 等 

①所属名：  

②役員又は職員名：  

対象事実 

の 概 要 

①対象事実 

②発生時期： 

（ 生じている  ・ 生じるおそれがある ） 

 

③発生場所：  

④事実概要：  

 

 

 

 

 

証 拠 等 

①事実を知った経緯：  

 

 

②事実を他に知っている人：  

 

 

③証拠書類等（ 有 ： 無 ） 

・媒体【書面・録音・電子媒体・その他（          ）】 

・入手方法： 

 

 ・内容： 

 

その他  結果等の通知（希望・希望しない）※匿名での通報の場合は通知できません 

通 報 相 談 員 記 入 欄 受付日  受付者  

※ 匿名での通報の場合は、一般の相談としての受付となります。 




